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（役 場）

一 
 

概

況

二 
 

村
名
の
由
来

　

御
器
が
流
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
り
発
見
さ
れ
た
村
で
あ
る
か
ら
「
御
器
」
と
よ
ば
れ
、
そ
れ

が
「
五
木
」
と
な
っ
た
と
も
、
五
つ
の
館
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
て
い
た
か
ら
「
五
城
」
と
よ
ば

 
 

球
磨
郡
の
北
部
に
位
置
す
る
、
人
口
一
、
二
〇
五
（
平
成
二
二
年
国
勢
調
査
）
、
面
積
二
五
三

平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
村
で
、
県
内
市
町
村
で
は
最
少
人
口
で
あ
る
。
東
は
水
上
村
、
南
は
多

良
木
町
、
相
良
村
及
び
山
江
村
、
北
西
部
は
広
く
八
代
市
に
囲
ま
れ
て
い
る
。

 
 

村
全
体
が
山
岳
地
帯
で
、
村
内
か
ら
村
界
に
か
け
て
標
高
一
、
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
級
の
三
方

山
、
高
塚
山
、
積
岩
山
、
白
髪
岳
、
国
見
山
、
平
石
山
な
ど
の
九
州
山
脈
の
主
脈
を
な
す
山
岳

が
連
な
っ
て
い
る
。
こ
の
間
を
流
れ
る
渓
流
が
集
ま
っ
て
五
木
川
と
な
り
、
さ
ら
に
発
達
し
て

川
辺
川
と
な
り
、
相
良
村
を
経
て
人
吉
市
で
球
磨
川
に
合
流
し
て
い
る
。
昭
和
四
一
年
に
川
辺

川
ダ
ム
建
設
が
打
ち
出
さ
れ
、
発
表
当
時
、
村
は
建
設
に
反
対
し
、
そ
の
後
は
ダ
ム
建
設
を
前

提
と
し
た
新
し
い
村
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
き
た
が
、
近
年
ダ
ム
建
設
が
見
直
さ
れ
、
ダ
ム
に

よ
ら
な
い
治
水
を
探
る
方
向
に
流
れ
が
変
化
し
た
。
こ
の
ダ
ム
問
題
に
つ
い
て
は
現
在
も
継
続

中
で
あ
る
。

 
 

産
業
は
、
山
岳
地
帯
の
た
め
林
業
が
中
心
で
、
農
業
が
こ
れ
に
次
ぎ
、
河
川
流
域
に
耕
地
が

あ
り
、
茶
や
米
、
栗
や
し
い
た
け
な
ど
が
生
産
さ
れ
て
い
る
。

 
 

交
通
面
は
、
村
の
中
央
を
国
道
四
四
五
号
が
通
っ
て
い
る
。
村
役
場
所
在
地
か
ら
人
吉
市
な

ど
へ
は
バ
ス
が
運
行
さ
れ
て
い
る
が
、
村
全
体
が
山
岳
地
帯
で
あ
る
た
め
、
幹
線
道
路
以
外
は

全
般
的
に
は
交
通
は
不
便
で
あ
る
。

 
 

村
全
体
が
自
然
の
風
物
に
富
ん
で
お
り
、
こ
の
自
然
を
探
索
す
る
人
も
多
い
。
こ
の
よ
う
な

山
間
地
の
厳
し
い
自
然
条
件
の
場
所
に
、
祖
先
が
い
か
な
る
事
情
で
、
い
つ
頃
か
ら
住
み
つ
い

た
か
は
、
従
来
多
く
の
人
が
国
碑
伝
説
、
古
文
書
な
ど
に
よ
っ
て
調
査
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
詳

か
で
な
く
、
西
南
の
役
の
際
は
、戦
場
と
化
し
て
村
内
の
旧
家
や
遺
物
も
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
。

五
木
の
名
を
全
国
的
に
有
名
に
し
た
も
の
の
一
つ
に
は
「
五
木
の
子
守
唄
」
が
あ
り
、
こ
れ
は

農
村
の
子
弟
の
宿
命
的
な
環
境
へ
の
諦
め
を
唄
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
、
そ
の
歌
詩
、

旋
律
は
哀
調
に
満
ち
て
い
る
。
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れ
、
そ
れ
が
「
五
木
」
と
な
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
村
内
に
残
る
寛
政
の
頃
（
一
八
九
〇

年
代
）
の
文
書
に
は
、「
五
城
」
の
文
字
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
は
「
五
木
」
と
な
っ
て
い
る
。

 
 

さ
ら
に
ま
た
、
落
人
が
居
つ
い
た
所
で
あ
る
か
ら
「
居
付
」
あ
る
い
は
「
居
築
」
と
呼
ば
れ
、

「
五
木
」
と
な
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る
。
安
政
年
間
（
一
八
五
〇
年
代
）
に
こ
の
地
方
に
流
布

し
た
と
思
わ
れ
る
五
家
荘
の
伝
説
の
筆
写
本
「
五
家
土
産
寿
永
の
落
栗
」
に
は
、「
居
付
谷
三
〇

人
衆
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
国
碑
伝
説
の
範
囲
を
出
な
い
よ
う
で
、
明

ら
か
な
由
来
は
わ
か
ら
な
い
。

 
 

本
地
域
に
つ
い
て
は
、
平
成
一
二
年
三
月
の
県
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
に
お
い
て
、
人
吉
・

下
球
磨
地
域
六
市
町
村
の
合
併
パ
タ
ー
ン
が
示
さ
れ
た
。

 
 

五
木
村
執
行
部
や
議
会
に
お
い
て
は
、
六
市
町
村
で
の
合
併
検
討
の
必
要
性
は
認
識
し
つ
つ

も
、
ま
ず
は
川
辺
川
ダ
ム
問
題
が
地
域
の
最
優
先
課
題
で
あ
る
と
の
意
見
が
大
勢
で
あ
っ
た
。

 
 

村
は
、
平
成
一
四
年
一
二
月
、
六
市
町
村
で
の
任
意
協
議
会
に
は
参
加
し
、
人
吉
市
と
相
良

村
の
法
定
協
議
会
移
行
に
は
追
随
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
村
議
会
は
、
今
後
村
単
独
で
の
途
は

厳
し
い
と
の
認
識
か
ら
、
合
併
特
例
法
期
限
内
の
合
併
を
目
指
す
べ
き
だ
と
す
る
決
議
を
行
い
、

村
長
に
も
そ
の
旨
伝
達
し
て
い
る
。

 
 

そ
の
後
、
村
内
で
人
吉
市
、
相
良
村
と
の
法
定
協
議
会
設
置
を
求
め
る
住
民
発
議
も
起
こ
っ

た
が
、
相
良
村
長
が
議
会
付
議
せ
ず
手
続
は
終
了
し
、
結
局
そ
の
ま
ま
五
木
村
に
お
け
る
合
併

検
討
の
機
運
は
終
息
し
て
し
ま
っ
た
。
（
第
二
編
「
人
吉
・
球
磨
地
域
」
記
述
参
照
）

三 
 

平
成
の
合
併
検
討
経
緯

四 
 

昭
和
以
前
の
合
併
検
討
経
緯

１ 
 

市
制
・
町
村
制
施
行
前
か
ら
の
合
併
経
緯
と
関
係
村
の
沿
革

２ 
 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
の
経
緯

 
 

五
木
村
が
い
つ
頃
か
ら
で
き
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
寿
永
年
間
、
平
氏
の
一
族
が
壇
の
浦

の
戦
に
敗
れ
て
そ
の
残
党
が
再
興
を
図
る
た
め
、
人
吉
荘
の
代
官
矢
瀬
主
馬
祐
を
頼
っ
て
亡
命

し
、
五
木
山
中
に
居
住
し
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
一
説
に
は
、
南
北
朝
時
代
に
九
州
に
下
っ

て
い
た
源
氏
の
一
門
が
、
西
征
将
軍
官
懐
良
親
王
を
奉
じ
て
転
戦
し
、
八
代
の
名
和
城
に
敗
れ

て
五
木
に
逃
れ
住
み
つ
い
た
者
も
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

 
 

元
禄
の
頃
（
一
六
九
〇
年
代
）
ま
で
に
庄
屋
元
、
横
目
、
山
留
役
、
宗
門
改
役
も
任
命
さ
れ
、

五
木
組
制
度
も
し
か
れ
、
役
所
も
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
村
は
、
庄
屋
元
が
統
治
し
、
頭

地
、
下
手
、
三
ケ
浦
、
五
人
衆
、
十
人
浦
の
各
部
落
を
地
頭
が
そ
れ
ぞ
れ
統
治
し
て
い
た
。

 
 

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
、
版
籍
奉
還
に
よ
り
人
吉
藩
が
置
か
れ
、
四
年
七
月
、
廃
藩
置
県
に

よ
り
人
吉
県
と
な
り
、
さ
ら
に
、
一
一
月
に
は
八
代
県
と
な
っ
て
区
制
が
施
行
さ
れ
た
。
六
年

一
月
、
白
川
県
に
編
入
さ
れ
、
七
年
二
月
の
大
小
区
制
の
大
改
正
で
五
木
村
は
、
第
一
四
大
区

第
七
小
区
と
な
っ
た
。
九
年
、
白
川
県
は
熊
本
県
と
改
称
さ
れ
、
一
二
年
の
郡
区
町
村
編
制
施

行
に
際
し
て
、
独
立
し
た
戸
長
役
場
が
置
か
れ
た
が
、
一
七
年
に
四
浦
村
と
行
政
区
域
を
同
じ

く
す
る
こ
と
と
な
っ
て
、
四
浦
村
列
戸
長
役
場
が
置
か
れ
た
。
二
二
年
、
町
村
制
施
行
に
よ
り
、

五
木
村
は
、
四
浦
村
（
現
在
の
相
良
村
四
浦
地
区
）
と
全
部
事
務
組
合
を
設
け
た
が
、
二
九
年

四
月
、
自
治
行
政
の
一
層
の
発
展
を
は
か
る
た
め
、
そ
の
組
合
を
解
散
し
、
五
木
村
役
場
を
設

置
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

 
 

昭
和
二
八
年
一
〇
月
、
町
村
合
併
促
進
法
が
施
行
さ
れ
た
が
、
本
村
は
適
用
対
象
か
ら
除
外

さ
れ
、
昔
の
ま
ま
の
行
政
区
域
を
も
っ
て
五
木
村
と
し
て
存
続
し
た
。
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